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(57)【要約】
【課題】発光ムラを抑制することができる有機ＥＬ表示
装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、透明電
極１４が形成された第１のバリアフィルム１０を準備し
、透明電極１４上において補助電極２０を形成する形成
領域５の外の非形成領域６に保護膜３を形成し、少なく
とも形成領域５及び保護膜３上に補助電極２０の前駆体
膜２０５を形成し、前駆体膜２０５を加工して形成領域
５に補助電極２０を形成し、保護膜３を除去することを
含んでいる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明電極が形成された基板を準備し、
　前記透明電極上において補助電極を形成する形成領域の外の非形成領域に保護膜を形成
し、
　少なくとも前記形成領域及び前記保護膜上に前記補助電極の前駆体膜を形成し、
　前記前駆体膜を加工して前記形成領域に前記補助電極を形成し、
　前記保護膜を除去する、
　有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記保護膜は、前記補助電極の厚みの二倍以上の厚みを有する、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記保護膜は、前記非形成領域側の側面が逆テーパー形状となるように形成される、
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記保護膜は、レジスト膜、又は前記補助電極とエッチング耐性が異なる金属膜である
、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　基板と、
　前記基板上に設けられた第１の電極と、
　前記第１の電極上に設けられた有機発光層と、
　前記有機発光層上に設けられた第２の電極と、
　前記有機発光層側の側面がテーパー形状を有して前記第１の電極上に設けられ、前記第
１の電極と電気的に接続する補助電極と、
　を備えた有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、透明電極膜、透明電極膜上に設けられた補助電極、正極コンタクト
部、有機発光層及び負電極膜を備えた有機ＥＬ（Electro Luminescence）発光装置が知ら
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この有機ＥＬ発光装置の補助電極は、金属材料で成膜後に、任意の形状にフォトエッチ
ングを行って成形され、透明電極膜を介して正極コンタクト部と電気的に接続する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２６３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし従来の有機ＥＬ発光装置は、エッチングによって透明電極膜の表面が浸食されて
電極の平坦性が損なわれ、発光ムラが生じる可能性がある。
【０００６】
　従って本発明の目的は、発光ムラを抑制することができる有機ＥＬ表示装置及びその製
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造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、透明電極が形成された基板を準備し、透明電極上において補助電極
を形成する形成領域の外の非形成領域に保護膜を形成し、少なくとも形成領域及び保護膜
上に補助電極の前駆体膜を形成し、前駆体膜を加工して形成領域に補助電極を形成し、保
護膜を除去する有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、発光ムラを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す要部断面図である。
【図２】図２（ａ）～図２（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一
例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（実施の形態の要約）
　実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、透明電極が形成された基板を準備し
、透明電極上において補助電極を形成する形成領域の外の非形成領域に保護膜を形成し、
少なくとも形成領域及び保護膜上に補助電極の前駆体膜を形成し、前駆体膜を加工して形
成領域に補助電極を形成し、保護膜を除去することを含んでいる。
【００１１】
　この有機ＥＬ表示装置の製造方法は、補助電極を加工する際に、補助電極が形成されな
い非形成領域の透明電極を保護膜で保護しているので、この構成を採用しない場合と比べ
て、非形成領域に露出する透明電極の浸食が抑制され、発光ムラを抑制することができる
。
【００１２】
[実施の形態]
（有機ＥＬ表示装置１の概要）
　図１は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す要部断面図である。図２（ａ
）～図２（ｄ）は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一例を示す概略図で
ある。なお、以下に記載する実施の形態に係る各図において、図形間の比率は、実際の比
率とは異なる場合がある。
【００１３】
　この有機ＥＬ表示装置１は、例えば、柔軟性を有する材料によって形成され、曲げた状
態で使用することができるようにフレキシブル性を有している。
【００１４】
　有機ＥＬ表示装置１は、例えば、図１に示すように、基板としての第１のバリアフィル
ム１０と、第１のバリアフィルム１０上に設けられた第１の電極としての透明電極１４と
、透明電極１４上に設けられた有機発光層１６と、有機発光層１６上に設けられた第２の
電極としての上部電極１８と、側面がテーパー形状を有して透明電極１４上に設けられ、
透明電極１４と電気的に接続する補助電極２０と、を備えて概略構成されている。
【００１５】
　補助電極２０は、有機発光層１６を挟むように形成されている。上述の側面は、有機発
光層１６側の側面２００であり、この側面２００がテーパー形状となっている。この補助
電極２０は、例えば、複数形成されても良いし、有機発光層１６を囲むように形成されて
も良い。
【００１６】
　なお変形例として基板は、第１のバリアフィルム１０に限定されず、例えば、光を透過
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する透明樹脂などであっても良い。
【００１７】
（第１のバリアフィルム１０及び第２のバリアフィルム１２の構成）
　第１のバリアフィルム１０及び第２のバリアフィルム１２は、例えば、外部からの液体
や気体の侵入を抑制するガスバリア性を有するように構成されている。そして第１のバリ
アフィルム１０及び第２のバリアフィルム１２は、柔軟性に富んでいるので、有機ＥＬ表
示装置１が高い柔軟性を有している。第１のバリアフィルム１０及び第２のバリアフィル
ム１２は、有機発光層１６から出力された光を透過する同じ透明材料を用いて形成されて
いる。
【００１８】
　第１のバリアフィルム１０及び第２のバリアフィルム１２は、例えば、芯材フィルムと
、芯材フィルムに設けられたガスバリア層と、を有している。第１のバリアフィルム１０
及び第２のバリアフィルム１２は、互いのガスバリア層が向き合うように貼り合わされる
。
【００１９】
　芯材フィルムは、一例として、ＰＥＴ（polyethyleneterephtalate）やＰＥＮ（polyet
hylene naphthalate）などを用いてフィルム状に形成されている。
【００２０】
　ガスバリア層は、例えば、無機材料と有機材料とを交互に積層して形成されている。無
機材料は、一例として、ＳｉやＡｌの酸化物や窒化物、ＺｎやＳｎの酸化物などが用いら
れる。また有機材料は、一例として、エポキシ樹脂やシリコン樹脂などの熱硬化性樹脂材
料が用いられる。
【００２１】
　なお芯材フィルムやガスバリア層の厚みは、任意である。
【００２２】
（透明電極１４及び上部電極１８の構成）
　透明電極１４及び上部電極１８は、一方が陽極であり、他方が陰極である。本実施の形
態では、透明電極１４が陽極、上部電極１８が陰極であるものとする。透明電極１４が光
を透過するため、有機発光層１６によって生成された光は、図１の紙面下側、つまり第１
のバリアフィルム１０及び透明電極１４を介して外に出力される。陽極は、有機発光層１
６に正孔を注入するためのものである。また陰極は、有機発光層１６に電子を注入するた
めのものである。
【００２３】
　透明電極１４は、例えば、真空蒸着法やスパッタリング法などにより、有機発光層１６
から出力される光を透過するＩＴＯ（スズドープ酸化インジウム：Indium Tin Oxide）な
どにより形成される。
【００２４】
　上部電極１８は、有機発光層１６から出力される光の取り出し効率を高めるため、当該
光を反射する材料で形成される。上部電極１８は、例えば、真空蒸着法などにより、Ａｌ
、ＡｇやＭｇなどの金属材料やその合金材料を用いて形成される。なお上部電極１８は、
例えば、透明電極であるＩＴＯであっても良い。
【００２５】
　なお透明電極１４及び上部電極１８の厚みは、任意である。
【００２６】
（有機発光層１６の構成）
　有機発光層１６は、例えば、陽極（透明電極１４）側から順に少なくとも正孔輸送層、
発光層及び電子輸送層が積層される。正孔輸送層は、例えば、α－ＮＰＤ（ジフェニルナ
フチルジアミン）やＴＰＤ（Triphenyl Diamine）などを用いて形成される。発光層は、
例えば、アルミキノリノール錯体（Alq３）やベリリウムキノリノール錯体（BeBq２）な
どを用いて形成される。電子輸送層は、例えば、アルミキノリノール錯体などを用いて形
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成される。
【００２７】
　この有機発光層１６は、例えば、塗布法や印刷法などによって形成される。この有機発
光層１６の厚みは、任意である。
【００２８】
（補助電極２０の構成）
　有機ＥＬ表示装置１は、第１のバリアフィルム１０の耐熱性の制約から十分に透明電極
１４を加熱結晶化、つまりアニールすることができないため、透明電極１４が高抵抗な導
電膜となる。透明電極１４が高抵抗であると、有機ＥＬ表示装置１の消費電力が大きくな
る。そこで補助電極２０は、抵抗値を低減させるため、透明電極１４に電気的に接続する
ように設けられている。
【００２９】
　この補助電極２０は、例えば、透明電極１４よりも低い抵抗値を有する金属材料又は合
金材料を用いて形成される。補助電極２０は、例えば、Ｃｒ、Ｍｏ－Ｎｄ、Ｍｏ－Ａｌ－
Ｍｏ（ＭＡＭ：積層複合材）などが用いられる。
【００３０】
　本実施の形態では、一例として、補助電極２０の材料としてＭＡＭが用いられる。この
ＭＡＭは、非透明であるので、有機発光層１６が形成される、つまり有機発光層１６から
出力される光の光路上に配置されないことが好ましい。そこで補助電極２０は、有機発光
層１６の周囲の透明電極１４上に形成される。
【００３１】
　このＭＡＭは、エッチングの際、強い腐食性のエッチング液が必要となる。従ってＭＡ
Ｍをエッチングする際、透明電極の表面がこのエッチング液によって浸食されると、平坦
性が損なわれる。そして透明電極の平坦性が損なわれると、有機発光層から出力された光
が散乱して発光ムラの原因となる。また自身がエッチングされて透明電極を保護する犠牲
層を透明電極上に設ける場合、犠牲層が透明電極１４上に残留すると、透明電極１４の抵
抗均一性、透明性や平坦性が損なわれる。
【００３２】
　本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１の製造方法では、後述するように、犠牲層を用いる
ことなく、透明電極１４を露出させずに補助電極２０の前駆体膜をエッチングすることが
可能となっている。
【００３３】
　補助電極２０は、透明電極１４上の後述する形成領域５に形成される。そして有機発光
層１６は、透明電極１４上の後述する非形成領域６に形成される。なお補助電極２０の厚
みは、任意である。
【００３４】
（絶縁膜２２の構成）
　絶縁膜２２は、透明電極１４と上部電極１８とを絶縁すると共に有機発光層１６への液
体や気体の侵入を防止して有機発光層１６を保護する。絶縁膜２２は、例えば、ポリイミ
ドなどの有機絶縁材料を用いて形成される場合、塗布法や印刷法が用いられ、二酸化シリ
コンや窒化シリコンなどである場合、スパッタ法やＣＶＤ（chemical vapor deposition
）法などが用いられる。この絶縁膜２２の厚みは、任意である。
【００３５】
　この絶縁膜２２は、例えば、図１に示すように、透明電極１４上にも形成される。そし
て補助電極２０と有機発光層１６を絶縁するように形成されるので、補助電極２０の側面
２００に応じた逆テーパー形状を有する側面２２０を備えている。また有機ＥＬ表示装置
１が表示するキャラクタは、絶縁膜２２のネガ形状となっている。
【００３６】
（接着層２４の構成）
　接着層２４は、第１のバリアフィルム１０と第２のバリアフィルム１２とを貼り合せる
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際に用いた接着剤が硬化して形成された層である。この接着層２４は、例えば、エポキシ
系やアクリル系などの接着剤によって形成される。なお接着層２４の厚みは、任意である
。
【００３７】
　以下に第１の実施の形態の有機ＥＬ表示装置１の製造方法の一例について図２（ａ）～
図２（ｄ）を参照しながら、主に補助電極２０の形成について説明する。
【００３８】
（有機ＥＬ表示装置１の製造方法）
　有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、透明電極１４が形成された第１のバリアフィルム１
０を準備し、透明電極１４上において補助電極２０を形成する形成領域５の外の非形成領
域６に保護膜３を形成し、少なくとも形成領域５及び保護膜３上に補助電極２０の前駆体
膜２０５を形成し、前駆体膜２０５を加工して形成領域５に補助電極２０を形成し、保護
膜３を除去することを含んでいる。
【００３９】
　まず透明電極１４が形成された第１のバリアフィルム１０を準備する。具体的には、真
空蒸着法によって第１のバリアフィルム１０上に透明電極１４の前駆体膜を形成する。続
いてフォトリソグラフィ法によって当該前駆体膜を所望の形状に加工する。
【００４０】
　なお透明電極１４は、第１のバリアフィルム１０の耐熱可能温度域内でアニールにより
結晶化されていても良い。また透明電極１４は、パターン加工されていても良い。
【００４１】
　次に図２（ａ）に示すように、透明電極１４上において補助電極２０を形成する形成領
域５の外の非形成領域６に保護膜３を形成する。この非形成領域６は、保護膜３を形成す
る領域である。
【００４２】
　この保護膜３は、レジスト膜、又は補助電極２０とエッチング耐性が異なる金属膜とし
て形成される。具体的には、保護膜３は、透明電極１４を被覆可能な材料であり、また透
明電極１４や補助電極２０に影響を与えないで剥離又は溶解可能な材料で形成される。さ
らに保護膜３は、補助電極２０の前駆体膜２０５が正常に被覆されなくても良く、また前
駆体膜２０５との親和性、つまり高い密着度が必要ない。
【００４３】
　本実施の形態の保護膜３は、透明電極１４のエッチングマスクであるレジスト膜として
形成される。そして保護膜３は、例えば、補助電極２０の厚みの二倍以上の厚みを有する
ことが好ましい。これは、補助電極２０の前駆体膜２０５をエッチングする際、保護膜３
の厚みが薄いと保護膜３と接する前駆体膜２０５の側面２００がエッチングされる可能性
があるからである。
【００４４】
　なお変形例として保護膜３は、透明電極１４に被覆可能であり、補助電極２０の前駆体
膜２０５の加工に用いられるエッチング液に耐性があり、透明電極１４や補助電極２０に
影響を与えないで剥離又は溶解可能な材料であれば、前駆体膜２０５のエッチングマスク
の材料であることが好ましい。当該材料を用いた場合、保護膜３は、厚みが十分あるので
、前駆体膜２０５の加工の際、エッチングによる透明電極１４の露出を防止することがで
きる。
【００４５】
　また保護膜３は、非形成領域６側の側面３０が逆テーパー形状となるように形成される
。側面３０の側面３０が逆テーパー形状となることで、前駆体膜２０５の側面２００のエ
ッチングを抑制することができる。なお保護膜３の側面３０が逆テーパー形状となるので
、補助電極２０の側面２００がテーパー形状となる。また保護膜３は、逆テーパー形状が
形成されることが望ましいが、保護膜３と補助電極２０の前駆体膜２０５との密着性が高
い場合、形成されなくても良い。
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【００４６】
　次に図２（ｂ）に示すように、少なくとも形成領域５及び保護膜３上に補助電極２０の
前駆体膜２０５を形成する。具体的には、スパッタリング法により、ＭＡＭの膜である前
駆体膜２０５を、形成領域５の透明電極１４、保護膜３、及び第１のバリアフィルム１０
上に形成する。
【００４７】
　次に図２（ｃ）に示すように、前駆体膜２０５を加工して形成領域５に補助電極２０を
形成する。具体的には、フォトリソグラフィ法により、形成領域５にレジスト膜を形成し
、エッチング法により、非形成領域６や第１のバリアフィルム１０上の前駆体膜２０５を
除去する。
【００４８】
　なお保護膜３が金属膜である場合、上述のように、前駆体膜２０５をエッチングする際
に使用されるエッチング液に対して耐性がある膜とされる。そして補助電極２０は、保護
膜３をエッチングする際に使用されるエッチング液に対して耐性がある膜とされる。
【００４９】
　次に図２（ｄ）に示すように、保護膜３を除去する。なお変形例として保護膜３の除去
は、保護膜３が前駆体膜２０５のエッチングマスクと同じ材料である場合、補助電極２０
を加工する際に用いたエッチングマスクの除去と共に行われても良い。
【００５０】
　次に絶縁膜２２、有機発光層１６及び上部電極１８を形成した第１のバリアフィルム１
０と第２のバリアフィルム１２とを接着剤によって貼り合わせて有機ＥＬ表示装置１を得
る。
【００５１】
（実施の形態の効果）
　本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１は、発光ムラを抑制することができる。具体的
には、有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、補助電極２０を加工する際に、補助電極２０が
形成されない非形成領域６の透明電極１４を保護膜３で保護しているので、この構成を採
用しない場合と比べて、非形成領域６に露出する透明電極１４の浸食が抑制され、発光ム
ラを抑制することができる。
【００５２】
　有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、保護膜３の厚みを補助電極２０の厚みの２倍以上と
いているので、前駆体膜２０５のエッチングの際のオーバーエッチングによって保護膜３
がエッチングされることによる透明電極１４の浸食を防止することができる。
【００５３】
　有機ＥＬ表示装置１の製造方法は、保護膜３の側面３０を逆テーパー形状となっている
ので、補助電極２０の前駆体膜２０５を加工する際に、補助電極２０の側面２００の浸食
を抑制することができる。
【００５４】
　以上、本発明のいくつかの実施の形態及び変形例を説明したが、これらの実施の形態及
び変形例は、一例に過ぎず、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。これら
新規な実施の形態及び変形例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更などを行うことができる。
また、これら実施の形態及び変形例の中で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解
決するための手段に必須であるとは限らない。さらに、これら実施の形態及び変形例は、
発明の範囲及び要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５５】
１…有機ＥＬ表示装置、３…保護膜、５…形成領域、６…非形成領域、１０…第１のバリ
アフィルム、１２…第２のバリアフィルム、１４…透明電極、１６…有機発光層、１８…
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上部電極、２０…補助電極、２２…絶縁膜、２４…接着層、３０…側面、２００…側面、
２０５…前駆体膜、２２０…側面

【図１】 【図２】
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